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空き家対策の進め方について（主な提言内容） 

 ◆実態把握に関する事項 

○空き家の実態調査及びマップ・台帳の整備 

市町村において、空き家の実態把握に努めるとともに、経年変化による空き家の

状況を把握するため、空き家ごとの各種情報を取りまとめた台帳を整備すること。 

◆適正管理に関する事項 

○空き家に関する相談、管理等への支援 

国の「空き家管理等基盤強化推進事業」を活用し、県に空き家の適正管理を促進

するための相談窓口を設置するための関係者との協議を進めること。 

○適正管理等に関する条例の検討 

現行法令では、空き家を幅広く捉え規制することができないことから、市町村に

おいて空き家の適正管理等に関する条例の制定を検討すること。 

◆利活用に関する事項 

○空き家バンクの充実 

空き家バンクについて、①県内全市町村での設置、②空き家の登録物件の増加、

③登録内容の充実 に努める必要がある。 

○空き家を活用した地域の受入体制の充実 

定住者の受入れモデル地域において、移住者と地域住民による地域活性化の取組

みについて、県と市町村が連携・協力して支援する必要がある。 

○空き家の取得・改修等に対する支援 

定住者の受入れモデル地域において、地域全体で利用する宿泊体験施設等への空

き家の改修費用に対する支援について、検討を行う必要がある。 

◆除却に関する事項 

○空き家除却のガイドライン等の制定 

市町村が、条例等に基づき老朽危険空き家について除却等を行う場合、市町村の

判断に著しいバラツキが生じないよう、県において具体的な判定基準を示すこと。 

○代執行による除却への支援 

    老朽危険空き家について、市町村がやむを得ず行政代執行法に基づく除却等を行

う場合で、所有者等が不明なため費用の求償が困難な事例等については、必要に応

じ、国や県が支援を検討すること。 

◆体制整備に関する事項 

○空き家対策に係る連絡組織の設置等 

県は、市町村の空き家対策を支援するため、市町村及び関係団体等で構成する連

絡組織を設置し、定例的に情報交換するなど、空き家対策の推進に努めること。 

また、市町村では、空き家対策について、所有者等を含めた地域全体の意識が高

まるよう、各地域の自治会等と連携する体制づくりの構築に努めること。 

平成 26 年 1 月 20 日 

空き家対策有識者懇談会 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 空き家の除却等に係るガイドラインの概要 

 

倒壊する危険性が

極めて高い 

 

そのまま放置すると

腐朽が急速に進行

し、数年程度のうち

に倒壊する危険性

がある 

腐朽の進行は比較

的緩やかであるが、

そのままの状態が

続けば、いずれは

倒壊につながる恐

れがある 

そのまま放置しても

倒壊の危険はない 
当面は指導の

必要なし 

市町村が空き家の危険度等を判断するに際して、その取扱いに著しい差異が生じ
ないよう、空き家の損傷に係るチェックポイントやその判定の考え方について、具
体的な基準を示すもの。（国土交通省「空き家再生等推進事業等における外観目視による住宅の不良

度判定の手引き（案）」、(財)日本建築防災協会「被災建築物応急危険度判定マニュアル」等を参考に作成） 
 

趣旨・目的 

 

 

なお、このガイドラインは目安であって、これ以外の判定基準を設けることを妨
げるものではないこと、また、実際の判定にあたっては、個々の空き家の状態や立
地環境等により、総合的に判断することが重要である点に留意が必要。 

 

 

 

倒壊する危険性の判定及び指導等 
 

 

屋根の崩壊 建物の傾斜 

外壁の穴 柱・土台の腐朽 

外壁の剥離 瓦の破損 

危険性の判定及び指導 

 

 

ランク４（著しい損傷や傾斜、崩壊あり） 
 

ランク３（大きな損傷、傾斜あり） 

ランク２（部分的な損傷あり） 

ランク１（上記以外、目立った損傷なし） 
 

空き家の概要や建物の屋根や壁、基礎などの構造上重要な部分の損傷度について、現地調査

を行い、ランク１（損傷なし）からランク４（著しい損傷）までのランク付けを行う。 
 ＜空き家の概要＞ 

①住宅の種類 
②構造  ③階数  
④門扉  ⑤塀 

＜立地環境＞ 
①前面道路までの距離 
②隣接する建物までの 
距離 

＜損傷度に関する項目＞ 
①屋根（小屋組） 
②外壁 
③建物の傾斜 
④基礎 

☆現地調査(目視) 

 

 

 

 

 

 

前面道路

や隣接建

物までの

距離が十

分にない

など 、倒

壊した場

合の影響

が大きい 

条例に基づき、所有者等に

指導、勧告、命令を行う。 

所有者不明などの場合に

は、行政代執行も検討。 

 
その他の項目の調査・指導 

＜落下物等＞ 

①屋根材 

②外壁材 

③窓枠・窓ガラス 

④看板・室外機等 

⑤塀・門扉 

＜生活環境等＞ 

①庭木・雑草 

②ゴミ・廃材等 

③開口部（鍵） 

周囲への影響が大きい場合には、 

適切な措置をとるように指導 

室外機の落下 

廃材の放置 玄関の損壊 

庭木の繁茂 

外壁タイルの落下 

除却に向け

た早急な対

応を指導 

 

倒壊に至ら

ないよう、早

めの改善を

指導 

腐朽や破損

が進行しな

いよう、修繕

等を指導 

 

NO 

YES 

YES 

YES 

現 

地 

調 

査 

損傷度の調査 

 

 


